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文化芸術創造事業補助金 応募要領 
エントリー期間:令和６年４月１日（月）～令和６年５月７日（火） 

※ エントリー書類に不備がある場合、受理できません。ご不明な点は、ｐ.５  

の問合先までご連絡ください。 

 

文化芸術創造事業補助金の概要 

●文化芸術創造事業の趣旨 

文化芸術を生かしたまちづくりを促進し、もってまちの賑わいや魅力の創出

に寄与することを目的とし、新たな文化芸術の創造と、子どもの文化芸術活動

への参画拡大につながる取組に対し、予算の範囲内において、文化芸術創造事

業補助金を交付するものです。 
 

●補助対象事業 

文化芸術創造事業補助金の補助対象事業は、以下の２点を満たすものとす

る。 

（１）新たな文化芸術を創造するとともに、子どもたちが文化芸術活動に参

画する機会を充実させ、まちのにぎわいや魅力の創出に寄与すると認

められる事業 

（２）市内で実施される事業 

 

★補助対象外の事業 

（１）公序良俗に反する事業 

 （２）補助金の交付を受けようとする年度に他の市の補助金等の交付を受け

る事業 

 （３）営利目的、宗教的または政治的な宣伝意図を有する事業 

 （４）文化芸術の推進を主な目的としない事業 

 （５）定期的に実施している事業。ただし、対象拡大等、通常と異なる要素

のある事業は含まない。 
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●補助金額 

補助対象事業に要する経費のうち、補助対象となる経費（以下「補助対象経

費」という。）の金額の２分の１以内、上限額は５０万円とする。（千円未満

は切り捨て） 

※ 補助対象経費は「●補助対象経費」を参照 

 

●補助対象事業の実施期間 

交付決定日から令和７年３月３１日までとする。 

※ 上記期間内に完了することができない事業については、補助の対象となり

ません。 

※ 事業の準備等、交付決定日以前の支出は、補助対象経費に含むことはでき

ません。 

 

●応募資格 

本市に主たる活動拠点を有する法人その他の団体で、次に掲げる要件を全て満

たすものとし、応募は１団体につき１事業までとする。 

（１）３人以上の構成員を有すること。 

（２）規約、会則、定款等を有し、代表者が明らかであること。 

（３）公序良俗に反し、法令に違反する活動をしていないこと。 

（４）政治、宗教、営利を目的として活動していないこと。 

（５）市および市が出資した法人でないこと。 

（６）市から運営費補助を受けている団体でないこと。ただし、市民活動応

援交付金の交付を受ける団体については、交付金を補助対象事業に充

てない限り認めるものとする。 
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●応募期間 

令和６年４月１日（月）～令和６年５月７日（火） 

 

●応募方法 

１．所定のエントリーシートにて応募してください。 

２．応募資格に適合することを証明する書類を添付してください。 

  （団体規約等と代表者等の役職のわかる名簿） 

３．過去の活動の実績等を示す資料等、関係資料がある場合は添付してくださ

い。 

※ 提出された書類の記載内容に関して問い合わせをすることがありますの

で、必ず写しを保管してください。 

※ 提出された名簿等については個人情報の保護に関する法律（平成１５年法

律第５７号）及び亀山市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例

（令和４年亀山市条例第２５号）に基づき適正な管理を行います。 

 

●補助対象経費 

事業の実施に直接必要な経費とします。 

補助対象経費 主な例 

報償費 謝礼等 

旅費 交通費、宿泊費等 

需用費 消耗品費、印刷製本費（ポスター、

チラシ等の印刷）等 

役務費 通信運搬費(切手代・送料)、ピアノ

調律手数料、楽器等機材運搬費等 

委託料 音響、照明、舞台設営等の委託料等 

使用料及び貸借料 会場使用料、楽器等借上料、著作権

使用料等 

備品購入費 単価が１万円未満の備品購入費 
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交付決定後、実績報告時には、領収書の写しが必要であることから、経費の支

出には必ず領収書を徴収すること。領収書のあて名は、必ず事業の申請者の名

称で記載してあること。なお、交付決定日より前に支出された経費は補助の対

象となりません。 

 

★補助対象外の経費 

 ・電気・ガス・水道代等の光熱水費、電話代、家賃借地料、事務用機器費な

どの事務所運営費 

 ・食糧費 

 ・施設整備費 

 ・団体構成員に係る人件費、謝金等 

 ・団体構成員の旅費 

 ・団体構成員の宿泊費 

 ・交際費（手土産・差し入れ・花束代など） 

 

●選考・決定の方法 

選考委員会の意見を聞いたうえで、以下の４つの視点から補助事業の適否を決

定します。 

（１）公益性（広く市民に広報され、より多くの市民の参画が見込まれる事

業） 

（２）将来性（文化芸術の将来の担い手となる子どもたちの事業参画度が高い

事業） 

（３）創造性（新たに本市の特徴的な文化芸術活動となりうる事業） 

（４）実現性（事業計画、実施体制など） 

 

※ 補助事業の選考・決定後、結果を通知します。詳細は、「エントリーから

補助金支払いまでの流れ」をご確認ください。 
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●注意事項 

・やむを得ない事情を除き、事業が定められた期間内に完了しない場合は、補

助金の交付決定を取り消す場合があります。また、事業完了までに概算払い

申請の手続きを経て補助金の交付を受けている場合は、一部または全額を返

還しなければならないことがあります。 

・補助金の交付決定を受けた事業の記念誌等の出版物及び演奏会等のパンフレ

ット等の印刷物へ「亀山市文化芸術創造事業」と掲載してください。 

 

●問合先 

亀山市市民文化部文化課文化創造グループ 

住所 〒519-1192 亀山市関町木崎 919 番地 1 

電話 0595-96-1223 

FAX 0595-96-2414 

e-mail bunka@city.kameyama.mie.jp 
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●本事業の対象とする文化芸術の範囲 
「亀山市文化芸術推進基本計画」より抜粋 

 

 

 


